
船舶事故調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年５月１日 １８時００分ごろ 

発生場所 香川県坂出市与
よ

島北方沖 

鍋
なべ

島灯台から真方位３３５°１.１海里付近 

（概位 北緯３４°２３.９′ 東経１３３°４８.９′） 

事故の概要 引船丸友
まるとも

丸は、はしけ西能
さいのう

１１２をえい
．．

航して東南東進中、西能 

１１２が浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年５月２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 丸友丸、１９トン 

２７３－５８１５広島、個人所有 

Ｂ はしけ 西能１１２、総トン数不詳（全長３８.４ｍ） 

   なし、西能海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船底部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約１.７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮流 南南東流約１.５

ノット（kn） 

 事故の経過 Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、その船尾部に長さ約７０ｍのえ
．

い
．
航索で乗組員１人が乗ったＢ船を繋

つな

いで引船列（以下「Ａ船引船

列」という。）を構成し、約３.５kn の対地速力で、手動操舵により東

南東進していた。 

Ａ船引船列は、潮流により、南方に圧流されながら航行し、Ｂ船が

与島北方沖の浅瀬（以下「本件浅瀬」という。）に乗り揚げた。 

船長は、ふだんからＧＰＳプロッターを頼りに航行しており、Ａ船

に備え付けられた海図による水路調査を行っていなかった。 

船長は、本事故後、Ａ船のＧＰＳプロッターに本件浅瀬が表示され

ていないことに気付いた。 

Ａ船の喫水は、船首約１.２０ｍ、船尾約２.７０ｍであった。 

Ｂ船の喫水は、船首約２.６５ｍ、船尾約２.９０ｍであった。 

分析 Ａ船引船列は、与島北方沖を東南東進中、船長が、本件浅瀬の存在

を知らなかったことから、本件浅瀬の上を通過する態勢で航行し、Ｂ

船が本件浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、ＧＰＳプロッターに本件浅瀬が表示されていなかったこ



 

と、及び備え付けの海図で航行予定海域の水路調査を行っていなかっ

たことから、本件浅瀬の存在を知らなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船引船列が、与島北方沖を東南東進中、船長が、本件

浅瀬の存在を知らなかったため、本件浅瀬の上を通過する態勢で航行

し、Ｂ船が本件浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・事前に航行予定海域の水路調査を行うこと。 

・ＧＰＳプロッターのデータは、海図と同等でない場合があること

に留意すること。 


